
託送供給約款 －1－ 

接続送電サービス料金等について 

 

 接続送電サービス料金等は、以下のとおりといたします。 

（託送供給等約款〔令和元年 10 月１日実施〕による。消費税等相当額を含みます。） 

 

１ 接続送電サービス 

(１) 低圧で供給する場合 

イ 電灯定額接続送電サービス 

 

電灯 

料金  

10Ｗまでの１灯につき ３４円２７銭 

10Ｗをこえ20Ｗまでの１灯につき ６８円５３銭 

20Ｗをこえ40Ｗまでの１灯につき １３７円０６銭 

40Ｗをこえ60Ｗまでの１灯につき ２０５円５９銭 

60Ｗをこえ100Ｗまでの１灯につき ３４２円６５銭 

100Ｗをこえる１灯につき100Ｗまでごとに  ３４２円６５銭 

小型 

機器 

料金  

50VAまでの１機器につき １０２円３４銭 

50VAをこえ100VAまでの１機器につき ２０４円６９銭 

100VAをこえる１機器につき50VAまでごとに １０２円３４銭 

 

ロ 電灯標準接続送電サービス 

(イ)  基 本 料 金 

 

実量制

１

 接続送電サービス契約電力１kWにつき ２０３円５０銭 

主開閉器      

契約

２

 

接続送電サービス契約容量１kVAにつき １４３円００銭 

接続送電サービス契約電流５Ａ ７１円５０銭 

接続送電サービス契約電流15Ａ ２１４円５０銭 

 

(ロ)  電 力 量 料 金        

 

１ ｋ Ｗ ｈ に つ き ７円３８銭 

                         

１

 直近12か月の最大需要電力等の最大値を当月の契約電力とする契約決定方法 

２

 電流制限器等または契約主開閉器の定格電流にもとづき契約電流または契約容量を定める契約決定方法 
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ハ 電灯時間帯別接続送電サービス 

(イ)  基 本 料 金 

 

実量制 接続送電サービス契約電力１kWにつき ２０３円５０銭 

主開閉器

契約 

接続送電サービス契約容量１kVAにつき １４３円００銭 

接続送電サービス契約電流５Ａ ７１円５０銭 

接続送電サービス契約電流15Ａ ２１４円５０銭 

 

(ロ)  電 力 量 料 金        

 

昼間時間 １kWhにつき ８円０４銭 

夜間時間 １kWhにつき ６円４８銭 

 

ニ 電灯従量接続送電サービス

３

 

 

１kWhにつき １０円７１銭 

 

ホ 動力標準接続送電サービス 

(イ)  基 本 料 金 

 

実量制 接続送電サービス契約電力１kWにつき ５５５円５０銭 

主開閉器

契約 

接続送電サービス契約容量１kVAにつき ３６８円５０銭 

 

(ロ)  電 力 量 料 金        

 

１kWhにつき ５円９４銭 

 

ヘ 動力時間帯別接続送電サービス 

(イ)  基 本 料 金 

 

実量制 接続送電サービス契約電力１kWにつき ５５５円５０銭 

主開閉器

契約 

接続送電サービス契約容量１kVAにつき ３６８円５０銭 

 

                         

３

 従量接続送電サービスは、自己等への電気の供給（自己託送）の場合で契約者が希望されるときに適用いたします。 
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(ロ)  電 力 量 料 金        

 

昼間時間 １kWhにつき ６円４６銭 

夜間時間 １kWhにつき ５円２３銭 

 

ト 動力従量接続送電サービス 

 

１kWhにつき １５円０５銭 

 

(２) 高圧で供給する場合 

イ 高圧標準接続送電サービス 

(イ)  基 本 料 金 

 

接続送電サービス契約電力１kWにつき ４５６円５０銭 

 

(ロ)  電 力 量 料 金        

 

１kWhにつき ２円６５銭 

 

ロ 高圧時間帯別接続送電サービス 

(イ)  基 本 料 金 

 

接続送電サービス契約電力１kWにつき ４５６円５０銭 

 

(ロ)  電 力 量 料 金        

 

昼間時間 １kWhにつき ２円９５銭 

夜間時間 １kWhにつき ２円２６銭 

 

ハ 高圧従量接続送電サービス 

 

１kWhにつき １０円１３銭 
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(３) 特別高圧で供給する場合 

イ 特別高圧標準接続送電サービス 

(イ)  基 本 料 金 

 

接続送電サービス契約電力１kWにつき ４３４円５０銭 

 

(ロ)  電 力 量 料 金        

 

１kWhにつき １円４３銭 

 

ロ 特別高圧時間帯別接続送電サービス 

(イ)  基 本 料 金 

 

接続送電サービス契約電力１kWにつき ４３４円５０銭 

 

(ロ)  電 力 量 料 金        

  

昼間時間 １kWhにつき １円５７銭 

夜間時間 １kWhにつき １円２７銭 

 

ハ 特別高圧従量接続送電サービス 

 

１kWhにつき ８円５６銭 

 

(４) １年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い 

イ ピークシフト割引額 

 

ピークシフト電力 

１kWにつき 

高圧で供給する場合 ３９０円５０銭 

特別高圧で供給する場合 ３６８円５０銭 
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２ 臨時接続送電サービス 

 

 契約使用期間が１年未満の場合に適用いたします。 

 

(１) 低圧で供給する場合 

イ 電灯臨時定額接続送電サービス 

 

総容量が50VAまでの場合 ３円０４銭 

総容量が50VAをこえ100VAまでの場合 ６円０７銭 

総容量が100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに ６円０７銭 

総容量が500VAをこえ１kVAまでの場合 ６０円７３銭 

総容量が１kVAをこえ３kVAまでの場合１kVAまでごとに ６０円７３銭 

 

ロ 電灯臨時接続送電サービス 

(イ)  基 本 料 金 

電灯標準接続送電サービス（主開閉器契約）の基本料金率の10％

割増し 

(ロ)  電 力 量 料 金        

電灯標準接続送電サービスの電力量料金率の10％割増し 

 

ハ 動力臨時定額接続送電サービス 

 

臨時接続送電サービス契約電力１kW１日につき ８９円１６銭 

 

ニ 動力臨時接続送電サービス 

(イ)  基 本 料 金 

動力標準接続送電サービス（主開閉器契約）の基本料金率の20％

割増し 

(ロ)  電 力 量 料 金        

動力標準接続送電サービスの電力量料金率の20％割増し 

 

(２) 高圧で供給する場合 

(イ)  基 本 料 金 

高圧標準接続送電サービスの基本料金率の20％割増し 
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(ロ)  電 力 量 料 金        

高圧標準接続送電サービスの電力量料金率の20％割増し 

(３) 特別高圧で供給する場合 

(イ)  基 本 料 金 

特別高圧標準接続送電サービスの基本料金率の20％割増し 

(ロ)  電 力 量 料 金        

特別高圧標準接続送電サービスの電力量料金率の20％割増し 

 

３ 予備送電サービス 

 

 契約者が予備電線路の利用を希望される場合に適用いたします。 

 

(１) 予備送電サービスＡ

４

 

 

予備送電サービス契約電力

１kWにつき 

高圧で供給する場合 ７７円００銭 

特別高圧で供給する場合 ６６円００銭 

 

(２) 予備送電サービスＢ

５

 

 

予備送電サービス契約電力

１kWにつき 

高圧で供給する場合 ９９円００銭 

特別高圧で供給する場合 １１０円００銭 

 

４ 近接性評価割引 

 

 近接性評価地域に立地する発電場所における発電設備を維持および運用す

る発電契約者から当該発電設備に係る電気を受電し、接続供給を利用する場

合に行う割引をいいます。 

 

(１) 近接性評価割引単価 

 

１kWhにつき 

受電電圧が標準電圧6,000Ｖ以下の場合 ３７銭 

受 電 電 圧が 標準 電 圧 6,000Ｖを こえ

100,000Ｖ以下の場合 

２９銭 

受電電圧が標準電圧100,000Ｖをこえる場合

６

 １４銭 

 

                         

４

 常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合に適用いたします。 

５

 常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から常時利用と異なった電圧（高圧ま

たは特別高圧に限ります。）で利用する場合に適用いたします。 

６

 2016年３月31日まで割引対象とされていた地域において、2016年３月31日までに割引の適用を受けた発電

場所についても、暫定的に、引き続き割り引くこととし、受電電圧が標準電圧100,000ボルトをこえる場合

の単価を適用いたします。 


